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公安委員会指定

学校応援隊はえばる ～できる人が・できることを・できるときに～（南風原町地域学校協働活動推進事業）

総合学習「野菜栽培と収穫」

与那嶺照吉さん、他２５名のボランティアが
参加しました。

【南星中】１年生 【津嘉山小】６年生
キャリア教育「スポーツ選手講話」

【南風原中】２年生「三線指導」
三線のご指導ありがとうございました。

FC琉球スタッフの友利貴一さんじゃがいもの芽欠きをする金元清さん、
他５名のボランティアが参加しました

あなたも地域の応援団になりませんか

【お問い合わせ】生涯学習文化課（中央公民館内）☎８８９-０５６８

かねもときよし ともり　きいちよなみね てるよし

～南風原町外（他市町村）の認可外保育園へ通う児童の保護者の皆さまへ～

【お問い合わせ】　こども課　☎ 889－7028

【お問い合わせ】　こども課　☎ 889－7028

　南風原町では町内の認可外保育施設に通う児童に対して、その認可外保育施設へ「運営補助金」や「歯科検診補助金」
などを助成しております。 町外の認可外保育施設に通う児童の保護者に対しても経済的負担を減らすために、保育料
の一部を助成いたします。

　幼稚園や保育所、認定こども園などを利用する3～５歳児および
住民税非課税世帯の０～2歳児の保育料が無償となります。
ただし、食材料費、通園送迎費、行事費等は無償化の
対象外になります。

※地域型保育施設（他市町村から認可を受けている施設）については申請対象外となります。 詳しくは下記連絡先までおたずねください。 

南風原町に住んでおり、町外の認可外保育施設（企業主導型保育施設を除く）に通う児童
※ただし、１０月1日以降の保育料については、子ども・子育て支援法改正に伴い令和元年１０月１日
　から施行された幼児教育・保育無償化の認定をされた者は除く。
年2回、9月と3月に受付を行います。（今回は3月申請分）
下記提出書類を揃え、期限内にこども課に申請してください。

１．交付申請書、納入済証明書、交付請求書（※）
２．保護者の通帳の写し
３．印鑑
※１の書類は直接こども課窓口で受け取るか、町ホームページからダウンロードしてください。
※納入済証明書については在園している施設にて記入し、提出してください。

令和元年度１０月～３月分保育料　　３月２日（月）～３月１６日（月）締め切り
※申請後、内容を審査し決定通知送付後、1ヶ月以内に保護者の指定した口座にお振り込みします。
※申請期限を過ぎると受付できません。

月額 １,５００円

対 象 児 童

申 請 方 法

提 出 書 類

申 請 期 限

助 成 額

認可外保育施設利用の助成が受けられます

幼児教育・保育の無償化については
町のHPにも掲載しています。
「幼児教育・保育無償化について」を
ご覧ください。

★内閣府　幼児教育・保育の無償化特設サイトが
　開設されております。
　サイトのアドレスはこちら↓
　https://www.youhomushouka.go.jp/

【お問い合わせ】ちむぐくる館　☎ 889-7381

  

健康診断

健康・育児だより健康・育児だより

◎乳児一般健診
日時/2月23日（日）
受付/8時40分～10時30分
◎１歳６ヶ月児健診
日時/2月13日（木）、27日（木）
受付/13時～14時30分

◎２歳児健診
日時/2月6日（木）
受付/13時～14時30分
◎３歳児健診
日時/2月20日（木）
受付/13時～14時30分

※各対象者への通知は1回のみです。
※健診については、以前通知を受け、受診されていない方は上記の
　該当する健診の日に受診することができます。
　詳しくはお問い合わせください。
・・・・・・・・

場所/ちむぐくる館（字宮平697番地10）

・各対象者には個別通知しています。

【お問い合わせ】  学校教育課　☎889-6181

令和２年度令和２年度
就学援助制度のお知らせ就学援助制度のお知らせ
　南風原町では小・中学校に通うお子さんが、楽
しく安心して就学できるよう、経済的にお困りの
ご家庭に学用品費や給食費など費用の一部を援
助する制度を設けております。

　役場４階　学校教育課で申請書の配布・受付を
しております。（申請書は町のホームページから
もダウンロード可能です。）

※認定月によって援助費目、援助額などが変わりますの
でお早めに申請をお願いいたします。

※平成３１年（令和元年）度の認定を受け
ている方も再度申請が必要となります
のでご注意ください。

※詳しくは町ホームページ、または下記
の連絡先までお問い合わせください。

▶就学援助制度とは

▶申請書の配布・受付場所

▶注意事項

【お問い合わせ】 保健福祉課（ちむぐくる館） ☎ ８８９-７３８１

津嘉山地区
母子保健推進員を募集します！母子保健推進員を募集します！

　南風原町の学校給食費は、平成９年４月に改定されて
以来２２年余り据え置かれ、食材価格が上昇する中、提供
する給食内容を低下させないよう、食材選定や献立の工
夫など、可能な限りの努力を重ねてまいりました。しかし
ながら、近年主食であるご飯やパン類、牛乳の価格高騰が
続き、食材料費が上昇する中で、栄養バランスがとりにく
くなっています。
　そのため、安心・安全で栄養バランスのとれた学校給食
を安定的に提供するため、令和2年4月から給食費を以下
のように改定することとなりましたのでお知らせいたし
ます。

令和２年４月から
給食費を改定いたします。

令和２年４月から
給食費を改定いたします。

【お問い合わせ】 南風原町学校給食共同調理場 ☎ ８８９-３６９１

教室・相談会
◎７ヶ月児相談
日時/2月12日（水）　受付/前半13時～、後半14時15分～
※相談会の状況により受付時間が前後する場合があります。
◎マタニティー教室
日時/2月26日（水）　受付/10時45分～11時
※予約制になっていますので、お電話にてお申し込みください。

 区分 現行月額（一食単価） 改定月額（一食単価） 差額
 幼稚園 3,000円（206円） 3,200円（220円） 200円（14円）

 小学校 3,800円（209円） 4,500円（247円） 700円（38円）

 中学校 4,300円（236円） 5,000円（275円） 700円（39円）

改定内容

地域の身近な相談相手として活躍してみませんか？
津嘉山地区在住の方で、興味を持たれた方はぜひ
ご連絡ください。

・妊娠・出産・育児について親身になっていっしょに考えます。
・町の保健師と連携を取りながら、家庭訪問や母子保健事業の
お手伝いをします。

●母子保健推進員とは

・生後３～４ヶ月児のご自宅訪問（こんにちは赤ちゃん訪問）を行
います。
・健診会場で受付や計測の手伝い等を行います。
・健診等、受けていないお子さんの受診のすすめ（未受診者訪
問）を行います。
・その他、いろいろな相談を通し行政とのパイプ役を担っています。
・月１回の定例会を通し、母子保健推進員としての資質向上を
はかります。

●どんなことをしているの？

２年（再任可）
●任期 現在、町内全域で

２４名の方が
活躍しています♪

令和２年度 幼児教育・保育無償化の申請について

認可保育園、認定こども園（2号･3号）、地域型保育、企業主導型保育

公立・私立幼稚園（新制度移行園）、認定こども園（1号） 預かり保育を利用
していますか？

幼稚園（新制度未移行）

認可外保育園、一時預かり保育、ファミリーサポート事業、病児保育等

手続きの必要はありません。

無償化の手続きが必要です。※1

手続きの必要はありません。

無償化の手続きが必要です。

無償化の手続きが必要です。※1

※1：保育の必要性がないと無償化対象とはなりません。

●受付期間　令和2年2月12日（水）～令和2年3月6日（金）
●受付場所　こども課（役場1階）8：30～17：15

はい

いいえ

安心・安全で栄養バランスのとれた、
バラエティーに富んだ給食を提供するために


